
 
 

 

臨時代理報告第５号 

      鳥栖市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正について 

 

  鳥栖市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正について、鳥栖市

教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる規則第

４条第１項の規定により臨時代理したので、同第２項の規定により報告する。 

 

    平成３０年５月９日 

 

 

 

鳥栖市教育委員会    

教育長 天野 昌明  

  



 
 

 

臨時代理報告第５号 資料 

鳥栖市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則

案の概要 

 

 

１ 改正の理由 

  級別基準職務表の整備に伴うもの 

 

２ 改正の内容 

  級別基準職務表の整備に伴い、市教育委員会職員の職名を明らかにするも 

  の 

 

３ 施行日 

  平成３０年４月１日 
  



 
 

 

鳥栖市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 

鳥栖市教育委員会職員の職の設置に関する規則（平成１９年教委規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１中 

「 

教育次長 上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。  を 

                                   」 

「 

教育次長 上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 

 に、 
理事 上司の命を受け、委員会の事務の一部を掌理する。 

副理事 
教育次長等を補佐し、教育次長等の指示する事務を掌理し、委

員会の企画に参画する。 

                                   」 

「  

参事 
上司の命を受け、当該課の事務に係る重要な事項の企画、調整

等に参画し、その課の事務の一部を掌理する。 
 を 

                                   」 

「 

参事 上司の命を受け、当該課の事務の一部を掌理する。  に改める。 

                                   」 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

  



 
 

 

鳥栖市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則案新旧対照表            （傍線部分は改正部分） 

現   行 改 正 案 

別表第１ 

職 職務内容 

教育次長 上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 

課長 上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

参事 
上司の命を受け、当該課の事務に係る重要な事項の企画、調整等に

参画し、その課の事務の一部を掌理する。 

略 

 

別表第 1 

職 職務内容 

教育次長 上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 

理事 上司の命を受け、委員会の事務の一部を掌理する。 

副理事 
教育次長等を補佐し、教育次長等の指示する事務を掌理し、委員会

の企画に参画する。 

課長 上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

参事 

上司の命を受け、当該課の事務の一部を掌理する。 

略 
 

 

 

 


